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は じ め に 

建設産業は、社会資本整備の担い手として地域の経済を支える基幹産業であり、

社会基盤の整備を通して地域振興に重要な役割を果たしております。 

近年は、台風などによる豪雨災害などの大規模災害が相次ぐなかで、迅速かつ

積極的な復興活動を通じて、建設業の果たす役割の重要性が再認識されております。

しかしながら、建設産業を取り巻く環境は非常に厳しく、県内を見ますと平成

２６年度の県内建設投資額は、５，１８３億円と、ピーク時である平成６年度の

６割を下回るなど大幅に減少しております。加えて、就業者数の減少と高齢化の

進行が顕著であり、本県建設産業を取り巻く経営環境は非常に厳しい状況にあり

ます。 

そのため、経営革新や新たな事業分野への進出による経営基盤の強化が以前に

も増して求められております。このような状況のなか、本県では、「経営革新・新

分野進出等建設業支援セミナー」を毎年開催し、すでに農業や福祉分野などに参

入されている建設業者による事例の発表や経営等の専門家による講演を行うと

ともに、建設業に関する相談窓口を設置し、国や県の関係機関が実施している各

種支援制度を紹介するなど、経営革新への取組みの支援を展開しております。 

その一環として、本年度も引き続き、経営革新及び新分野への取り組み事例や

各種支援制度の紹介などを目的とした「建設業支援ガイドブック」を作成し、配

布することといたしました。 

本冊子が、建設業者の皆様方にとって、経営基盤の強化や新分野進出等の経営

革新の参考となれば幸いです。 

平成２８年２月 

長崎県土木部長 浅野 和広  
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◇ 県内建設業の現状 

社会資本整備の担い手であり、地域の

経済や雇用を支える県内の建設産業は、

近年、国の経済対策等によって、売上高

営業利益率の上昇がみられるが、全産業

に比して低く、今後の建設投資額の見通

しは不透明であり、依然として厳しい経

営環境にある。 

  こうした建設産業の厳しい経営状況が

労働環境の悪化を招き、若年労働者の入

職の減少や担い手不足に拍車を掛けるな

ど、労働者の高齢化と相まって、建設産

業を支える技術者や技能者の確保にも大

きな影を落としている。 

因みに、県内の建設投資額、建設業者数、 

 売上高営業利益率及び倒産件数の推移を 

 俯瞰すると次の(1)～(4)のとおりである。 

                          

 

 

 

 

 

(1) 建設投資額（公共工事と民間工事を合

わせた投資額） 

平成8年度の8,803億円から年々減少

していたが、平成 23 年度を底にして回

復傾向にある。平成 26 年度は 5,183 億

円と、平成 8 年度の約 58.8%となってい

る。（グラフ１参照。） 

(2) 建設業許可業者数 

平成 16 年度末に ピーク（6,309 者）

を迎えた後、減少に転じ、平成 26 年度

末時点で 5,024 者（平成 8 年度末に対

し約 88.8％、平成 16 年度末に対して

約 79.６％）と、建設投資額の減少幅と

比較すると小幅な減少に留まっている。

（グラフ１参照。） 

 

（グラフ１：国土交通省「建設総合統計」、長崎県「建設業許可業者数」） 

 

 

○ 県内建設業の現状 

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

公共工事 4,859 4,645 5,086 5,119 4,781 4,255 3,765 3,849 3,349 2,469 2,558 2,393 2,525 2,778 2,357 2,027 2,430 3,183 3,265

民間工事 3,944 3,374 2,947 2,861 2,616 2,567 2,229 2,599 2,382 2,220 2,570 1,917 1,794 1,772 1,566 1,600 1,833 1,918 1,917

建設投資額 8,803 8,019 8,033 7,980 7,397 6,822 5,994 6,448 5,731 4,689 5,128 4,310 4,319 4,550 3,923 3,627 4,263 5,101 5,183

許可業者数 5,660 5,800 6,051 6,277 6,283 6,287 6,208 6,299 6,309 6,093 5,895 5,669 5,588 5,548 5,369 5,162 5,049 5,028 5,024
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(3) 売上高営業利益率 

平成 14 年度の 0.9％以降は減少基調

に転じ、平成 18 年度に 0％を割り込んだ。

その後、平成 20 年度には▲0.6％まで落

ち込んだが、平成 22 年度以降はプラスに

転じ、回復傾向にある。（グラフ２参照。） 

(4) 倒産件数 

    平成 13 年度にピーク（99 件）を迎

えた後、翌 14 年度には景気回復局面に

入り 44 件へと減少した。その後リーマ

ンショックが発生した平成 20 年度まで

増加傾向にあったが、平成 21 年の金融

円滑化法の施行後は減少に転じた。金融

円滑化法は時限立法であり、期限である

平成 25 年 3 月末以降の動向が懸念され

ていたが、25 年度以降に大幅な増加は

みられない。（グラフ３参照。） 

 

(経営革新に向けた取組みの必要性) 

 このような建設産業の現状を放置すれ

ば、技術と経営に優れた企業や地域の核

となる企業の疲弊、共倒れを招くことが

予想され、災害等への対応障害、技能・

技術の承継の困難性、連鎖倒産や建設労

働者の失業など、重大な困難が懸念され

る事態となっている。 

  こうした中で、建設業経営者にあって

は、一層の自助努力を前提とした経営革

新、新分野進出、企業合併等への取組み

等も選択肢の一つとして検討されるとと

もに、業界全体では、担い手不足、建設

投資の減少に対応した産業構造改革につ

ながる自主的な取組みが求められている。 

 

 

 

 

 

（グラフ２：財務省（法人企業統計）、西日本建設 

 業保証(株)（長崎県建設業経営指数）） 
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（グラフ３：東京商工リサーチ（倒産月報））       
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（グラフ２：財務省（法人企業統計）、西日本建設 

業保証(株)（長崎県建設業経営指数）） 
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 長崎県及び一般社団法人長崎県建設業

協会の共催により、長崎市内にて開催さ

れた。 

 開催にあたり、主催者として長崎県土

木部監理課 田中総括課長補佐より、建設

産業の果たすべき役割と重要性が再認識

されていること、建設投資額は回復傾向

にあるが、依然として建設産業を取り巻

く環境は厳しく、経営の安定のためには

新分野への進出や、経営革新及び多角化

の取り組みが今後ますます重要となるこ

とが述べられたあと、「本日のセミナーが、

ご参加の皆様方の今後の企業経営等に少

しでも有益なものとなりますことを祈念

いたします。」と挨拶があった。 

同じく、一般社団法人長崎県建設業協

会の谷村会長より、「支援制度を活用し

て新分野への進出を目指していただきた

い。」と挨拶が行われた。 

開催挨拶後、西日本建設業保証（株）

長崎支店の牧野主任より、「建設業を取

り巻く現状について」と題して講演が行

われた。 

引き続き、（株）榮建設の木村代表取

締役より、「椎茸栽培への進出について」

と題し新分野進出の事例発表が行われ、

「国土交通省 地域建設産業活性化支援

事業アドバイザー」の石井計行氏より、

「企業の連携・経営統合について」と題

して講演が行われた。 

今年度のセミナーでは、各種支援制度

の紹介にも重点が置かれ、厚生労働省長

崎労働局の池田主任より、国が所管する

助成金等の説明があり、県からは「経営

革新計画」の説明と、相談窓口の案内が

あった。 

 

 

 

 また、多くの建設業者が一同に会する

場であったことから、今後の建設業のあ

り方の参考として「元請・下請間契約の

適正化」について説明があった。 

 セミナー終了後のアンケート調査の結

果では、セミナーの内容以外に「今後の

セミナーについて、新分野以外で聞いて

みたいテーマ」を質問したところ、「経

営管理・経営戦略」を選択した回答が最

も多く、また「今、建設業者に一番必要

なものは」との質問には「経営者の努力・

革新」を選択した回答が多かった。 

 

 

 
平成２７年度経営革新・新分野進出等建設業支援セミナー 

  

〇主  催    長崎県、（一社）長崎県建設業協会 

○開催日時     平成２７年８月１８日（火）13:30～16:３0 

○場所（会場） 長崎県タクシー会館 
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　長崎県内の公共工事動向をみ
ると、平成１０年度を１００と
した場合、平成２３年度が３４
で底になっており、その後平成
２５年度まで回復傾向であった
が、２６年度は減少している。

　県下地区別のウェイトとして
は、平成１０年度と平成２６年
度を比較すると、県南は約５
０％から約４８％、県北は約２
７％から約３１％、離島はほぼ
横ばいとなっているものの、絶
対量が減少していることから、
南高北低感は依然として残って
いる。

　当社が行った景況調査結果
（３４社対象）によると、２００
５年から２０１３年までは殆ど
の企業から景気が悪いとの回答
があった。その後一旦好転した
が、２０１５年は再び落ちこん
でいる。

　なお、（株）長崎経済研究所
の調査では、公共工事の減少に
伴う厳しい受注環境の中、材料
費、人件費の上昇も加わり足
下、先行きとも大幅な悪化と
なっているとのこと。（建設業
者は４７社が調査対象）

平成２７年８月１８日（火）

「建設業を取り巻く現状について」

西日本建設業保証（株）長崎支店 主任 牧野 和磨
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　また、売上高営業利益率を規
模別でみると、「売上高３０億
円以上」を除く全ての層で上昇
しているが、「１億円未満」の
層では依然としてマイナスであ
り、厳しい状況が続いている。

　業種別では、２４年度までは
「土木」「土木建築」でマイナ
スとなっていたが、２５年度に
は全ての業種でプラスになって
いる。

　建設企業が抱える経営上の問
題点としては、従来から、「受
注の減少」を挙げる企業が多く
見られ、その傾向は現在も続い
ている。

　２０１３年からは「人手不
足」や「従業員の高齢化」を問
題点とする企業が増加してい
る。

　県下建設企業の売上高営業利
益率は、平成２１年度の景気対
策後に上昇した後、一旦落ち込
んだが、アベノミクスによる経
済効果により、２４年度から２
５年度にかけては急増してい
る。

　しかしながら、全産業や全国
の建設業と比較すると依然低水
準で推移しており、その要因は
資材価格の上昇や人手不足等に
よるコスト増加にあると考えら
れる。

　本業の利益を示す売上高営業
利益率が低い水準であるため、
借入金利の支払い等を考慮する
と、最終的には経常利益が赤字
となっている企業も多いと推測
される。



−6−

　当社と取引のあった建設企業
の倒産動向をみると、平成２０
年度以降減少傾向であり、２６
年度は３件と低い水準となって
いる。

　全体の傾向では、売上高が３
億円未満の企業において、受注
の減少を理由に破産に至るケー
スが多い。

　営業赤字・債務超過企業の割
合については、２６年度は全て
の指標において、ここ１０年で
は最も低い数値となっている。

　企業単位での経費削減等の経
営努力、アベノミクスによる経
済効果によるものと考えられ
る。

　県内の企業倒産については、
平成２１年度以降は急激に減少
し、特に２５年度以降は過去に
例を見ないほどの低水準で推移
している。

　平成２５年３月に金融円滑化
法が期限切れとなったものの、
その後の金融機関の融資姿勢に
大きな変化がないことが要因の
一つと考えられる。

　しかしながら、２７年度は建
設業倒産が増加傾向にあり、今
後の動きを注視する必要があ
る。
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平成２７年８月１８日（火）

「企業の連携・経営統合について」

国土交通省 地域建設産業活性化支援事業アドバイザー 石井 計行
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新 分 野 進 出 の 事 例 

 

 
 

（株）榮建設 新 分 野 （ 椎 茸 栽 培 ） 

 
 

 
 
▲原木椎茸 
 

 
 
▲栽培箇所 
 

 

 

【事業開始の概要】 

  今では工場栽培の菌床椎茸が主流になっている中、昔ながらの伝

統的な原木栽培を取り入れ、年間を通した安定的な栽培に取り組ん

でいます。 

栽培については、自然栽培場約３０，０００㎡、半屋内栽培施設

（ハウス等）約１３，３００㎡、原木本数２５０，０００本を保有

しており、２８年度には約１００ｔの生産を計画しています。また、

販路の開拓については、市場、農協を頼らず自社での販売活動を行

っています。 

   
【事業を取り組むに至った経緯】 

  長きにわたり建設業を営んできましたが、平成１７年以降の建設

投資額の減少、急激な人口減少等を受けて、事業の合理化と社員の

継続雇用を目的として新分野への進出に踏み切りました。 

 

【技術・ノウハウ等の取得】 

  他県での研修に社員を派遣し、栽培技術の習得を図りました。 

事業開始から数年間は目標の生産量の確保ができませんでしたが、

現在は計画通りの収穫ができています。 

   

【成功のポイント・アドバイス・反省等】 

  新分野へ進出するにあたり資金の工面が大きなネックになります

が、このことについては、自己資金の充当と併せて、国、県及び市

が所管する補助金等の支援制度を活用しました。特に農業分野につ

いては、補助金等が充実しているため、農業分野への進出を目指す

のであれば、積極的に活用すべきであり、資金面での大きなメリッ

トになると考えます。 

   

 

【事業実施体制】 

  従業員数：３２名（内訳）・栽培部門 １３名 

              ・加工部門 １７名 

              ・営業部門  ２名 

          

 
【業者情報】 対馬市厳原町下原407-1  TEL 0920-56-1141 
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平成２７年１１月２６日（木）

「経営対策のご案内」

（一社）長崎県中小企業診断士協会 会長 栗林 末毅
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直営部隊の能力を増強し、その戦力化を進め

ていくにあたって、今回のチームアドバイス支

援における目標として、直営部隊を活用し、維

持補修管理事業で収益を上げていくための、実

施計画等の作成を掲げた。

この目標を達成するためには、直営部隊のモ

チベーション向上が重要な要素となるが、同社

にはモチベーションの高い若手社員が既に数名

在籍している。やる気のある若手社員への権限

委譲などを進めることで、一層の活性化が実現

できると考えられた。

支援チームは、経営者や直営部隊の作業員な

どを対象に、個別のヒアリングを実施した。そ

の結果、現職長のもとでは、班長同士のコミュ

ニケーションがとれず、班を越えた協力体制の

構築が難しいことがあらためて確認された。次

期職長候補である若手 3 名の中には、「すぐに

でも職長をやりたい」という、やる気のある意

見も聞かれた。だが、単に若手と現職長の立場

を置き換えることだけでは、若手が職長として

のリーダーシップを発揮しづらい様子も伺え

た。

また、現状では直営部隊の評価制度が存在せ

ず、やる気が高まらないことなども問題点とし

て抽出された。そこで、新人の採用を含めて今

後の直営部隊の能力増強や、直営部隊の評価と

して、「工期短縮」を物差しとして利用するこ

となどについて検討していくこととなった。

以上を踏まえて、同社の社長・役員（工事部

長・営業部長）と、支援チームの間で直営部隊

の班編成見直しについて議論を重ねた。その結

果、以下の 4つの結論に至った。

①平成 27 年 4 月より段階的に職長を若手 3

名に移行させる。②班構成は、従来の固定班で

はなく、現場に合わせて各人の資格や経験値等

を考慮しながら、柔軟に変形させる。③現職長

は、現場に応じて、これまでの経験値やノウハ

ウが必要となる現場に配置する。その際に、新

職長（若手）が現職長に対して指示を出しづら

い等の問題がある場合には、役員である営業部

長が相談役として間に入る。④工期短縮に対し

て一定の手当てを支給する評価制度の導入を検

討する。

実施計画を、具体的な書面とするまでには至

らなかったものの、若手社員と現在の職長の交

代が実現する運びとなった。これにより、班構

成が大幅に変更となることで、採算性向上につ

ながっていくことが予想される。また、今後は

各社員の評価制度も変わる。貢献率がしっかり

と把握されるので、自身の活躍が視覚化できる

ことからも、社員の意識も向上していくことが

期待される。その動きに合わせて、同社は若手

社員それぞれに合わせた資格取得計画を策定
し、直営部隊の能力増強方針の一つである、“多

能工化”も進めていくこととしている。

●
　
●
　

直営部隊の再編成や、評価制度の導入によって、社員に会社の期待を認識させる事がで
きた。モチベーション向上は採算性に直結する部分であるため、非常に大切な要素である。
社員らに対するヒアリングを入念に行った事で、その後の支援に明確な方向性を持たす事が
できた。経営が低迷する要因を把握する事は、どの企業においても経営改善の基本となる。

やる気ある若手への権限移譲などで、
一層の活性化が実現できると期待

個々に合わせた資格取得計画により、
引き続き直営部隊人員の多能工化を推進

職長ポストの若手への段階的な移行や、
評価制度導入を検討することなどを決定

２、本年度の支援計画とその成果

PROFILE 業績は支援開始の直近事業年度分

岩槻建設（株）
所 在 地／埼玉県さいたま市
資 本 金／22,000千円
従業員数／17名
売 上 高／480,140千円（平成26年5月期）
完 工 高／480,140千円（平成26年5月期）
営業利益／67千円（平成26年5月期）
U R L／http://www.iwa-ken.jp/

支援のポイント

さいたま市に所在する岩槻建設（株）は、下

水道工事、道路維持補修工事を得意とする土木

工事業者である。社内に工事の管理を行う技術

者のみならず、重機等を操作し、工事の施工に

直接的に携わる技能労働者として、「直営部隊」

（3班、9名）を保有しており、小回りが利く事

業形態をとっていることが特徴である。

だが、公共工事への依存度が高い同社では、

市や県が発注する公共工事が減少したことで、

受注環境の悪化が続いていた。しかも、その状

況の中で資金繰りを回していくために、採算の

取れない工事であっても無理に受注をしたこと

により、結果、赤字となる工事もあった。

そこで同社は、業績を改善させるために、経

営計画を作成し自社の進むべき方向性を明らか

にした。その重点施策として同社が力を注いで

いるのが、「維持補修管理工事」への取組み強

化である。

維持補修管理工事は、経済成長期に盛んに新

設されたインフラ設備を対象として、近年その

ニーズが高まっている。これらの施設は築後 50

年近く経過したことで、老朽化による損傷が深

刻化している。だが、施設を取り壊して新たな

建設を行うとなると、多額の費用が発生するた

め、補修によって耐用年数を延ばす対策が望ま

れている。しかし、全国的な建設業の担い手不

足を背景に、多くの建設企業が外注労務単価の

高騰や、人材確保が困難であることに悩まされ

ており、その対策がインフラ長命化を推進して

いく上で課題となっている。

このような状況から、同社は小回りが利く自

社の直営部隊によって、維持補修管理工事への

取組みが強化できれば、今後の継続的な需要が

見込め、経営改善の実現に貢献すると考えた。

そこで、複数の工事に対応できるよう、人材

の“多能工化”など、直営部隊の能力を増強す

ることで、事業範囲をこれまで手掛けてきた土

木工事だけではなく、ニーズの高まっている維

持補修管理工事にも大きく広げ、新たな収益構

造を組み立てていくこととなった。

しかし、直営部隊を有する同社の社内体制に

は、いくつかの問題があった。具体的には、経

営者と直営部隊のコミュニケーションが不足し

ていたほか、直営部隊の内部における風通しの

悪さもあった。例えば、各班に所属する若手作

業員と、ベテラン職長との間に壁があり、若手

が現場の改善について提案しても職長に無視さ

れる、といったことが常態化していた。直営部

隊の班同士の連携もなく、同じ社内でありなが

ら協力体制が構築されていなかった。

こうした状況から、若手を中心に社員のモチ

ベーションが低迷し、社内には閉塞感が漂って

いた。そのため、本来、小回りの利く直営部隊

であるはずが、その特性が十分発揮できていな

かった。そこで、直営部隊のあり方を軸に、維

持補修管理工事への取組み強化に向けた体制整

備に取り組むため、同社はチームアドバイス支

援を受けることとなった。

社内に「直営部隊」保有する土木工事業者
今後の有望市場として維持補修管理工事に着目

直営部隊の能力を増強することで、
新たな収益構造を組み立てる

社内のモチベーションが低下しており、
直営部隊のあり方を軸に体制整備を図る

CASE08

「直営部隊」の体制を見直し、
維持補修管理工事への取組みを強化

岩槻建設（株） （埼玉県） 

エリア統括マネージャー：犬飼あゆみ

１、事業の概要
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直営部隊の能力を増強し、その戦力化を進め

ていくにあたって、今回のチームアドバイス支

援における目標として、直営部隊を活用し、維

持補修管理事業で収益を上げていくための、実

施計画等の作成を掲げた。

この目標を達成するためには、直営部隊のモ

チベーション向上が重要な要素となるが、同社

にはモチベーションの高い若手社員が既に数名

在籍している。やる気のある若手社員への権限

委譲などを進めることで、一層の活性化が実現

できると考えられた。

支援チームは、経営者や直営部隊の作業員な

どを対象に、個別のヒアリングを実施した。そ

の結果、現職長のもとでは、班長同士のコミュ

ニケーションがとれず、班を越えた協力体制の

構築が難しいことがあらためて確認された。次

期職長候補である若手 3 名の中には、「すぐに

でも職長をやりたい」という、やる気のある意

見も聞かれた。だが、単に若手と現職長の立場

を置き換えることだけでは、若手が職長として

のリーダーシップを発揮しづらい様子も伺え

た。

また、現状では直営部隊の評価制度が存在せ

ず、やる気が高まらないことなども問題点とし

て抽出された。そこで、新人の採用を含めて今

後の直営部隊の能力増強や、直営部隊の評価と

して、「工期短縮」を物差しとして利用するこ

となどについて検討していくこととなった。

以上を踏まえて、同社の社長・役員（工事部

長・営業部長）と、支援チームの間で直営部隊

の班編成見直しについて議論を重ねた。その結

果、以下の 4つの結論に至った。

①平成 27 年 4 月より段階的に職長を若手 3

名に移行させる。②班構成は、従来の固定班で

はなく、現場に合わせて各人の資格や経験値等

を考慮しながら、柔軟に変形させる。③現職長

は、現場に応じて、これまでの経験値やノウハ

ウが必要となる現場に配置する。その際に、新

職長（若手）が現職長に対して指示を出しづら

い等の問題がある場合には、役員である営業部

長が相談役として間に入る。④工期短縮に対し

て一定の手当てを支給する評価制度の導入を検

討する。

実施計画を、具体的な書面とするまでには至

らなかったものの、若手社員と現在の職長の交

代が実現する運びとなった。これにより、班構

成が大幅に変更となることで、採算性向上につ

ながっていくことが予想される。また、今後は

各社員の評価制度も変わる。貢献率がしっかり

と把握されるので、自身の活躍が視覚化できる

ことからも、社員の意識も向上していくことが

期待される。その動きに合わせて、同社は若手

社員それぞれに合わせた資格取得計画を策定
し、直営部隊の能力増強方針の一つである、“多

能工化”も進めていくこととしている。

●
　
●
　

直営部隊の再編成や、評価制度の導入によって、社員に会社の期待を認識させる事がで
きた。モチベーション向上は採算性に直結する部分であるため、非常に大切な要素である。
社員らに対するヒアリングを入念に行った事で、その後の支援に明確な方向性を持たす事が
できた。経営が低迷する要因を把握する事は、どの企業においても経営改善の基本となる。

やる気ある若手への権限移譲などで、
一層の活性化が実現できると期待

個々に合わせた資格取得計画により、
引き続き直営部隊人員の多能工化を推進

職長ポストの若手への段階的な移行や、
評価制度導入を検討することなどを決定

２、本年度の支援計画とその成果

PROFILE 業績は支援開始の直近事業年度分

岩槻建設（株）
所 在 地／埼玉県さいたま市
資 本 金／22,000千円
従業員数／17名
売 上 高／480,140千円（平成26年5月期）
完 工 高／480,140千円（平成26年5月期）
営業利益／67千円（平成26年5月期）
U R L／http://www.iwa-ken.jp/

支援のポイント

さいたま市に所在する岩槻建設（株）は、下

水道工事、道路維持補修工事を得意とする土木

工事業者である。社内に工事の管理を行う技術

者のみならず、重機等を操作し、工事の施工に

直接的に携わる技能労働者として、「直営部隊」

（3班、9名）を保有しており、小回りが利く事

業形態をとっていることが特徴である。

だが、公共工事への依存度が高い同社では、

市や県が発注する公共工事が減少したことで、

受注環境の悪化が続いていた。しかも、その状

況の中で資金繰りを回していくために、採算の

取れない工事であっても無理に受注をしたこと

により、結果、赤字となる工事もあった。

そこで同社は、業績を改善させるために、経

営計画を作成し自社の進むべき方向性を明らか

にした。その重点施策として同社が力を注いで

いるのが、「維持補修管理工事」への取組み強

化である。

維持補修管理工事は、経済成長期に盛んに新

設されたインフラ設備を対象として、近年その

ニーズが高まっている。これらの施設は築後 50

年近く経過したことで、老朽化による損傷が深

刻化している。だが、施設を取り壊して新たな

建設を行うとなると、多額の費用が発生するた

め、補修によって耐用年数を延ばす対策が望ま

れている。しかし、全国的な建設業の担い手不

足を背景に、多くの建設企業が外注労務単価の

高騰や、人材確保が困難であることに悩まされ

ており、その対策がインフラ長命化を推進して

いく上で課題となっている。

このような状況から、同社は小回りが利く自

社の直営部隊によって、維持補修管理工事への

取組みが強化できれば、今後の継続的な需要が

見込め、経営改善の実現に貢献すると考えた。

そこで、複数の工事に対応できるよう、人材

の“多能工化”など、直営部隊の能力を増強す

ることで、事業範囲をこれまで手掛けてきた土

木工事だけではなく、ニーズの高まっている維

持補修管理工事にも大きく広げ、新たな収益構

造を組み立てていくこととなった。

しかし、直営部隊を有する同社の社内体制に

は、いくつかの問題があった。具体的には、経

営者と直営部隊のコミュニケーションが不足し

ていたほか、直営部隊の内部における風通しの

悪さもあった。例えば、各班に所属する若手作

業員と、ベテラン職長との間に壁があり、若手

が現場の改善について提案しても職長に無視さ

れる、といったことが常態化していた。直営部

隊の班同士の連携もなく、同じ社内でありなが

ら協力体制が構築されていなかった。

こうした状況から、若手を中心に社員のモチ

ベーションが低迷し、社内には閉塞感が漂って

いた。そのため、本来、小回りの利く直営部隊

であるはずが、その特性が十分発揮できていな

かった。そこで、直営部隊のあり方を軸に、維

持補修管理工事への取組み強化に向けた体制整

備に取り組むため、同社はチームアドバイス支

援を受けることとなった。

社内に「直営部隊」保有する土木工事業者
今後の有望市場として維持補修管理工事に着目

直営部隊の能力を増強することで、
新たな収益構造を組み立てる

社内のモチベーションが低下しており、
直営部隊のあり方を軸に体制整備を図る

CASE08

「直営部隊」の体制を見直し、
維持補修管理工事への取組みを強化

岩槻建設（株） （埼玉県） 

エリア統括マネージャー：犬飼あゆみ

１、事業の概要



−23− 6160

第Ⅰ部

第
Ⅰ
部

中国・四 国

中
国
・
四
国

全国展開するハウスメーカーのブランド住宅
とは一線を画した、地域の気候、風土に合った
特色あるブランド住宅を確立し、発信していく
ためは、事業を取り巻く社内外の環境を、的確
に把握した上での検討が必要である。
内部環境の把握としては、自社の「強み」、「弱

み」、「機会」、「脅威」の、4つの情報をクロス
させる分析（SWOT 分析）を行った。その結果
を踏まえて、同社が提供するブランド住宅の構
造、デザインと外観、品質、設備等について、
基本的な考え方を確認した。

外部環境の把握としては、同社が営業エリア
とする広島県備北地域について、人口動態や気
象条件、持ち家比率など、地域の特性を調査し
た。また、消費者に対し街頭での聞き取りやア
ンケート葉書の配布等を行い、顧客のニーズに
ついても調査した。
これらの結果を分析し、①顧客ターゲットは

「30 代の夫婦、子ども 2 人」及び「55 〜 65 歳
の夫婦、リタイア前後世代」とする、②暖房機
器を使用する日が多いことから「薪ストーブ」
など暖房器具に特徴を持たせる、③カーポート
は 2 台を標準とする、④外観を特定せず、「耐
震性・耐久性」を印象付ける、⑤間取り・採光
については注文住宅で「自由設計」であること
を前面に出す、などの方針を打ち出した。これ
に基づいて、ブランド住宅の基本的な考え方に
ついての再確認と必要な軌道修正を行い、コン
セプトを明確化した。
顧客が家づくりのプロセスにおいて、良い

「夢」を持ちたいと願うのは当然であり、家の
作り手としては、その入口から洗練された物を
見せることが重要となる。そのことを念頭に、
ホームページや営業ツールのブラッシュアップ

にも取り組んだ。ホームページについては、既
にブランド化を成功させている、広島県内の同
業他社 3社のホームページなどを参考にしなが
ら、「自由設計」がイメージできるトップペー
ジへの変更、会社概要ページにおける工場や竣
工写真の追加、施工例写真の追加などを実施し
た。また、今後の手順をわかりやすく説明する
ツールの作成や、「見積書を単にホッチキス止
めして渡さない」、「施工図は製本して渡す」、「施
工途中の工事報告書には、見えない部分の写真
も添える」など、顧客に渡す各種書類について
「見せる化」を工夫することなどもアドバイス
した。

ブランドコンセプトを「コミュニティ」「安心」
とし、アプローチ面の体制も整ったことで、同
社は「安芸高田　暖らんの家」と名付けたブラ
ンド住宅の販売事業を開始した。
見える形にすることの効果を実感してもら

い、意欲を高めてもらうことが今回の支援の最
重要課題であり、それができれば「夢」を丁寧
に扱うアプローチの実践も自ずとできてくる。
プレカット工場を持つ強みなど、ブランドの洗
練化に向けて活かすべき要素はまだまだある。
やっとスタートラインに立ったばかりだが、同
社の社長は意欲に目を輝かせている。

●
　
●
　

消費者の支持を得るには、自社の提供する商品を“見える化”して消費者に訴求し、消費
者が安心・納得して注文出来る一連の仕組みを構築することが必要である。
顧客に対し上手なアプローチができないことは、自社イメージの実力以下の評価に繋がる。
“ブランド化”は、顧客へのアプローチを洗練させるための、有効な取組みとなる。

地域ブランドを確立・発信するため、
事業を取り巻く社内外の環境を把握

今後はアプローチのさらなる強化、
自社の強みの十分な訴求等が課題に調査結果に基づきコンセプトを明確化、

HPと営業ツールもブラッシュアップ

２、本年度の支援計画とその成果

支援のポイント

PROFILE 業績は支援開始の直近事業年度分

（有）小又工務店
所 在 地／広島県安芸高田市
資 本 金／3,500千円
従業員数／3名
売 上 高／67,095千円（平成26年8月期）
完 工 高／66,859千円（平成26年8月期）
営業利益／1,422千円（平成26年8月期）
U R L／http://komatakoumuten.jimdo.com/

最近の住宅市場では、地域の中小工務店が全

国展開するハウスメーカーの営業攻勢に押さ

れ、苦戦を強いられている例が少なくない。そ

の理由の一つとして、地域の中小工務店は、技

術はあるが目に見える「商品」を持っていない

ことが挙げられる。

かつては、家を建てる際に、地域において信

用と実績のある作り手（棟梁・工務店）に任せ

ておけば良いと考え、家のつくりにはさほどこ

だわらない消費者も少なくなかった。しかし、

今日の消費者の多くは、それぞれ自分の生活ス

タイルを自覚、確立しており、それに合った

“住まい空間”を提供してくれる工務店を求め

ている。だが、これに対し、地域に根差した多

くの中小工務店の営業スタンスは、未だに消費

者が“地縁、血縁、信用、実績”に重きを置い

て、家の作り手を選んでいた頃とあまり変わっ

ていない。自社がどのような“住まい空間”を

提供できるのかを提示することもなく営業して

いる。そのため、消費者としては、どの工務店

を選べばよいかという基準もなく、評価する商

品も目にすることができない。こうした状況で

は、住まいづくりに自分のこだわりを反映させ

たい消費者の支持を得ることは難しい。

広島県安芸高田市に所在する（有）小又工務

店も、そうした地域の中小工務店のうちの一社

であった。これまで地域の人脈による紹介のみ

で営業を続けてきたが、近年はハウスメーカー

に顧客を奪われる状況が顕著となっていた。

同社は住宅に対するこだわりが乏しく、木造

住宅であれば何でも対応できる、というような

設計事務所タイプの営業スタイルをとってい

た。意匠や間取り等の提案能力には、他社と差

別化できる要素が少なく、本来ならば住宅のプ

ロとして指摘すべき部分も指摘せずに、顧客の

要望通りに作り上げていく傾向もあった。また、

もっぱら知り合いからの引き合いを頼りにして

きたことで、営業ツールが洗練されておらず、

“夢を売る”ような提案力が確立されていなかっ

た。そのため、安く建てられれば良い、といっ

た客層しか掴めなくなってしまっていた。

同社は、施工力そのものはハウスメーカーに

まったく劣ることはない。だが、前に述べたよ

うに顧客へのアプローチ面が整備されていない

ことから、“実力以下”に評価され、顧客を獲

得する機会を逃していた。

こうした評価を払拭するため、同社は特色の

ある住宅をブランド化することで、ハウスメー

カーとの差別化を図りたいと考えていた。同じ

ように顧客離れに悩む市内の住宅関連業者を集

めて「安芸高田市ブランド住宅事業協同組合」

を設立するなど、地域で連携した取組みも進め

ていた。しかし、自社や地域の連携による取組

みだけでは、ブランド化に向けた具体策をなか

なか打ち出すことができなかった。そこで今回、

専門家による支援を受けることとなった。

技術はあるが「商品」がなく、
苦戦を強いられる地域の中小工務店

人脈頼りでこだわりに乏しい営業のため、
顧客を奪われる状況が顕著に

“実力以下”の評価を払拭すべく、
住宅のブランド化に取り組む

CASE27

地域の工務店が自ら発信できる、
地域に根差したブランド住宅の構築

（有）小
こ ま た

又工務店 （広島県） 

エリア統括マネージャー：砂口たくし

１、事業の概要
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全国展開するハウスメーカーのブランド住宅
とは一線を画した、地域の気候、風土に合った
特色あるブランド住宅を確立し、発信していく
ためは、事業を取り巻く社内外の環境を、的確
に把握した上での検討が必要である。
内部環境の把握としては、自社の「強み」、「弱

み」、「機会」、「脅威」の、4つの情報をクロス
させる分析（SWOT 分析）を行った。その結果
を踏まえて、同社が提供するブランド住宅の構
造、デザインと外観、品質、設備等について、
基本的な考え方を確認した。

外部環境の把握としては、同社が営業エリア
とする広島県備北地域について、人口動態や気
象条件、持ち家比率など、地域の特性を調査し
た。また、消費者に対し街頭での聞き取りやア
ンケート葉書の配布等を行い、顧客のニーズに
ついても調査した。
これらの結果を分析し、①顧客ターゲットは

「30 代の夫婦、子ども 2 人」及び「55 〜 65 歳
の夫婦、リタイア前後世代」とする、②暖房機
器を使用する日が多いことから「薪ストーブ」
など暖房器具に特徴を持たせる、③カーポート
は 2 台を標準とする、④外観を特定せず、「耐
震性・耐久性」を印象付ける、⑤間取り・採光
については注文住宅で「自由設計」であること
を前面に出す、などの方針を打ち出した。これ
に基づいて、ブランド住宅の基本的な考え方に
ついての再確認と必要な軌道修正を行い、コン
セプトを明確化した。
顧客が家づくりのプロセスにおいて、良い

「夢」を持ちたいと願うのは当然であり、家の
作り手としては、その入口から洗練された物を
見せることが重要となる。そのことを念頭に、
ホームページや営業ツールのブラッシュアップ

にも取り組んだ。ホームページについては、既
にブランド化を成功させている、広島県内の同
業他社 3社のホームページなどを参考にしなが
ら、「自由設計」がイメージできるトップペー
ジへの変更、会社概要ページにおける工場や竣
工写真の追加、施工例写真の追加などを実施し
た。また、今後の手順をわかりやすく説明する
ツールの作成や、「見積書を単にホッチキス止
めして渡さない」、「施工図は製本して渡す」、「施
工途中の工事報告書には、見えない部分の写真
も添える」など、顧客に渡す各種書類について
「見せる化」を工夫することなどもアドバイス
した。

ブランドコンセプトを「コミュニティ」「安心」
とし、アプローチ面の体制も整ったことで、同
社は「安芸高田　暖らんの家」と名付けたブラ
ンド住宅の販売事業を開始した。
見える形にすることの効果を実感してもら

い、意欲を高めてもらうことが今回の支援の最
重要課題であり、それができれば「夢」を丁寧
に扱うアプローチの実践も自ずとできてくる。
プレカット工場を持つ強みなど、ブランドの洗
練化に向けて活かすべき要素はまだまだある。
やっとスタートラインに立ったばかりだが、同
社の社長は意欲に目を輝かせている。

●
　
●
　

消費者の支持を得るには、自社の提供する商品を“見える化”して消費者に訴求し、消費
者が安心・納得して注文出来る一連の仕組みを構築することが必要である。
顧客に対し上手なアプローチができないことは、自社イメージの実力以下の評価に繋がる。
“ブランド化”は、顧客へのアプローチを洗練させるための、有効な取組みとなる。

地域ブランドを確立・発信するため、
事業を取り巻く社内外の環境を把握

今後はアプローチのさらなる強化、
自社の強みの十分な訴求等が課題に調査結果に基づきコンセプトを明確化、

HPと営業ツールもブラッシュアップ

２、本年度の支援計画とその成果

支援のポイント

PROFILE 業績は支援開始の直近事業年度分

（有）小又工務店
所 在 地／広島県安芸高田市
資 本 金／3,500千円
従業員数／3名
売 上 高／67,095千円（平成26年8月期）
完 工 高／66,859千円（平成26年8月期）
営業利益／1,422千円（平成26年8月期）
U R L／http://komatakoumuten.jimdo.com/

最近の住宅市場では、地域の中小工務店が全

国展開するハウスメーカーの営業攻勢に押さ

れ、苦戦を強いられている例が少なくない。そ

の理由の一つとして、地域の中小工務店は、技

術はあるが目に見える「商品」を持っていない

ことが挙げられる。

かつては、家を建てる際に、地域において信

用と実績のある作り手（棟梁・工務店）に任せ

ておけば良いと考え、家のつくりにはさほどこ

だわらない消費者も少なくなかった。しかし、

今日の消費者の多くは、それぞれ自分の生活ス

タイルを自覚、確立しており、それに合った

“住まい空間”を提供してくれる工務店を求め

ている。だが、これに対し、地域に根差した多

くの中小工務店の営業スタンスは、未だに消費

者が“地縁、血縁、信用、実績”に重きを置い

て、家の作り手を選んでいた頃とあまり変わっ

ていない。自社がどのような“住まい空間”を

提供できるのかを提示することもなく営業して

いる。そのため、消費者としては、どの工務店

を選べばよいかという基準もなく、評価する商

品も目にすることができない。こうした状況で

は、住まいづくりに自分のこだわりを反映させ

たい消費者の支持を得ることは難しい。

広島県安芸高田市に所在する（有）小又工務

店も、そうした地域の中小工務店のうちの一社

であった。これまで地域の人脈による紹介のみ

で営業を続けてきたが、近年はハウスメーカー

に顧客を奪われる状況が顕著となっていた。

同社は住宅に対するこだわりが乏しく、木造

住宅であれば何でも対応できる、というような

設計事務所タイプの営業スタイルをとってい

た。意匠や間取り等の提案能力には、他社と差

別化できる要素が少なく、本来ならば住宅のプ

ロとして指摘すべき部分も指摘せずに、顧客の

要望通りに作り上げていく傾向もあった。また、

もっぱら知り合いからの引き合いを頼りにして

きたことで、営業ツールが洗練されておらず、

“夢を売る”ような提案力が確立されていなかっ

た。そのため、安く建てられれば良い、といっ

た客層しか掴めなくなってしまっていた。

同社は、施工力そのものはハウスメーカーに

まったく劣ることはない。だが、前に述べたよ

うに顧客へのアプローチ面が整備されていない

ことから、“実力以下”に評価され、顧客を獲

得する機会を逃していた。

こうした評価を払拭するため、同社は特色の

ある住宅をブランド化することで、ハウスメー

カーとの差別化を図りたいと考えていた。同じ

ように顧客離れに悩む市内の住宅関連業者を集

めて「安芸高田市ブランド住宅事業協同組合」

を設立するなど、地域で連携した取組みも進め

ていた。しかし、自社や地域の連携による取組

みだけでは、ブランド化に向けた具体策をなか

なか打ち出すことができなかった。そこで今回、

専門家による支援を受けることとなった。

技術はあるが「商品」がなく、
苦戦を強いられる地域の中小工務店

人脈頼りでこだわりに乏しい営業のため、
顧客を奪われる状況が顕著に

“実力以下”の評価を払拭すべく、
住宅のブランド化に取り組む

CASE27

地域の工務店が自ら発信できる、
地域に根差したブランド住宅の構築

（有）小
こ ま た

又工務店 （広島県） 

エリア統括マネージャー：砂口たくし

１、事業の概要
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北陸新幹線の開業に合わせ、平成 27 年 3 月

までにホテルをオープンさせることを最大の目

標とした。観光客の急激な増加による宿泊施設

の不足を見込んで、オープン日は平成 27 年 3

月 14 日の新幹線開業直前に照準を定めた。同

時に、地域貢献のための目標として、地元から

20 名以上を新たに採用することを掲げた。

事業体制としては、社長を最高責任者として

「新事業開発室」を新設したほか、ホテルの運

営にあたる「（株）金沢彩の庭ホテル」を設立

した。事業実施責任者には、金沢市内の都市ホ

テルで豊富な経験を持つ人材を、新規事業開発

室の室長・支配人として迎え入れた。また、同

じくホテル業務の実務に精通する人材を副支配

人兼客室・教育担当、ホテル営業経験者を営業

マネージャーとして外部からスカウトした。

オープンに向けた準備では、主に宿泊予約シ

ステムの整備と具体的な宣伝広告の実施、並び

にマーケティング戦略の検討に取り組んだ。ま

ず、宣伝用リーフレットを作成し、開業半年前

から旅行会社等へ配布した。次に仮ホームペー

ジを開設して宿泊予約の受付を開始、同時に新

聞・旅行雑誌等への広告掲載を行った。さらに

ホテル本体の完成に合わせて、外観や客室等の

内部の写真を組み込んだ公式ホームページを開

設するという手順で実施した。

一方、ホテルのコンセプトである“金沢らし

さ”を検証するため、他のホテルではなかなか

できない、客室のモデルルームを製作し、社員

や外部招待者約 200 名に実際に体感してもらう

見学会を実施した。これを参考にいかに金沢風

情を演出すべきかを検討し、部屋の大きさや備

え置く調度品・備品等について研究した。

以上のような準備を経て、ホテルは平成 27

年 3 月 9 日、無事オープンした。「加賀五彩」

を基調とする客室は、1部屋約 40 ㎡と市内最大

級の広さで、グループ客用にはコネクトルーム

も備える。館内の展示スペースや全客室前には、

市内の若手作家が手掛けた伝統工芸品（加賀友

禅、加賀漆器等）を展示するなど、金沢市の伝

統工芸品を PR する粋な計らいも見られる。ま

た、敷地内には 4つの庭園や用水が配され、金

沢の街並みや町家をイメージさせる“和モダン”

が漂う。

雇用面では、新たに 25 名（うち女性 15 名、

高齢者 5名）を採用。建設業では難しかった女

性や高齢者の積極的な活用を実現した。

新幹線の開業効果により、初年度に観光客が

増大するということはほぼ間違いないが、2年

目以降は観光客の減少が懸念されることから、

2年目以降の販路開拓が最大の課題である。そ

のため、今後Web・SNS のさらなる活用や旅行

雑誌等への記事・広告の継続掲載による新規宿

泊者の獲得と、既宿泊者に対する情報発信・宿

泊料の優待といったリピーターの増大策に、手

を緩めることなく努めていく。

悲願の北陸新幹線開業で大きな盛り上がりを

見せる金沢市。構想から実に半世紀をかけてよ

うやく実現した夢の新幹線が、観光やビジネス

に与えるインパクトには計り知れないものがあ

ると、地元の期待感は高まっている。市内では

新幹線の開業に合わせ、民間施設が相次いで整

備され、建設ラッシュの様相を呈してきた。

だが、その一方で、石川県内における公共事

業投資は、1社あたりの年間完成工事高がピー

ク時の半分となるなど、減少が続いていた。

（株）髙田組は、金沢駅にほど近い場所に本社

を置く、土木・建築工事施工を主力とする総合

建設業者である。生コンクリート製造販売の髙
田産業（株）と舗装工事施工・アスファルト合

材製造販売の（株）金沢舗道の 3社で髙田産業

グループを形成し、「砂利からビルまで」をコン

セプトに石川県内の様々な建設事業に携わって

いる。だが、同グループでも公共事業投資の減

少による影響は顕著で、近年は売上が低迷して

いた。そこで同社は、建設業界を取り巻く環境

が大きく好転する見込みが立たない状況を踏ま

え、様々な業種を模索、新規事業を検討していた。

異業種参入の検討には、遊休地の再利用も関

係していた。環境・騒音問題を解決するために、

本社敷地内から製造拠点（生コン・アスファルト

プラント）を移転させた跡地の有効利用である。

そこで同社は、敷地が金沢駅西口から 1.5km

と近く、かつ広大であるというメリットを踏ま

え、保有している建設技術・資材を活用でき、

雇用の創出によって地域に貢献できる事業とも

なることを条件として、経営の安定に寄与する

事業の検討を進めた。

その過程では高齢者福祉施設の建設や、宅地・

マンションとして分譲販売するなどの案も浮上

した。だが、最終的には北陸新幹線の開業を千

載一遇のチャンスとして生かすべきと判断し、

ホテル事業への進出を決断した。

多額の設備投資が必要であることから、ホテ

ル事業は「装置産業」と言われる。しかし、同

社はホテル建設の施工能力を備え、完成後の維

持管理も自社で実施できる強みがある。社員を

活用する場合でも、庭園管理や施設管理におい

て技能・技術を発揮できるし、高齢者の再雇用

の受け皿にもなり得ると考えた。

「小京都」とも称される金沢市だが、市内に

はそれにふさわしい上質な空間や時間が感じら

れる、風情あるホテルが意外と少ない、という

指摘がしばしばなされている。そのため“金沢

らしいホテル”を開業することができれば、そ

のこと自体が金沢の魅力を高め、宿泊客の増加

にもつながるものと期待された。

同社にとってホテル業は全くの異業種であ

り、“金沢らしさ”へのこだわりをはじめ、価

格面やサービス内容等について検討すべき課題

は少なくなかった。だが、幸いにもホテル業務

経験者をスカウトできたこと、またメインバン

クから支援の確約を得られたことで、事業の円

滑な推進が可能となった。

１、新事業の概要

CASE39

北陸新幹線の金沢延伸をチャンスに、
金沢風情にこだわったホテルを開業

（株）髙田組 （石川県） 

北陸新幹線開業に沸く金沢だが、
公共事業投資は減少傾向が続く

製造拠点跡地の有効利用も念頭に、
新規事業としてホテル事業への進出を決断

風情ある宿が意外に少ないという声から、
“金沢らしさ”にこだわったホテルを目指す

新幹線開業前のオープンが至上命題、
地元から大量雇用して社会貢献を果たす

開業2年目以降の宿泊者減少を防ぐため、
Webや雑誌等を活用した情報発信を継続

他にはできないモデルルームを製作し、
コンセプトの“金沢らしさ”を検証

２、本年度の事業展開とその成果

PROFILE 業績は支援開始の直近事業年度分

（株）髙田組
所 在 地／石川県金沢市
資 本 金／80,000千円
従業員数／37名
売 上 高／1,068,000千円（平成26年9月期）
完 工 高／1,066,749千円（平成26年9月期）
営業利益／-6,288千円（平成26年9月期）
U R L／http://www.tk-g.co.jp/

●
　
●
　

建設業ならではの取組みとしてモデルルームを製作した。これにより利用者の意見を集めるこ
とで差別化のポイントとなる“金沢らしさ”を検証し、ホテルのコンセプトづくりに役立てた。
優秀な人材を採用するために、余裕を持って募集活動を開始した。経験者からパート従
業員まで、ほぼ計画通りに採用することができた。

事業のポイント
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北陸新幹線の開業に合わせ、平成 27 年 3 月

までにホテルをオープンさせることを最大の目

標とした。観光客の急激な増加による宿泊施設

の不足を見込んで、オープン日は平成 27 年 3

月 14 日の新幹線開業直前に照準を定めた。同

時に、地域貢献のための目標として、地元から

20 名以上を新たに採用することを掲げた。

事業体制としては、社長を最高責任者として

「新事業開発室」を新設したほか、ホテルの運

営にあたる「（株）金沢彩の庭ホテル」を設立

した。事業実施責任者には、金沢市内の都市ホ

テルで豊富な経験を持つ人材を、新規事業開発

室の室長・支配人として迎え入れた。また、同

じくホテル業務の実務に精通する人材を副支配

人兼客室・教育担当、ホテル営業経験者を営業

マネージャーとして外部からスカウトした。

オープンに向けた準備では、主に宿泊予約シ

ステムの整備と具体的な宣伝広告の実施、並び

にマーケティング戦略の検討に取り組んだ。ま

ず、宣伝用リーフレットを作成し、開業半年前

から旅行会社等へ配布した。次に仮ホームペー

ジを開設して宿泊予約の受付を開始、同時に新

聞・旅行雑誌等への広告掲載を行った。さらに

ホテル本体の完成に合わせて、外観や客室等の

内部の写真を組み込んだ公式ホームページを開

設するという手順で実施した。

一方、ホテルのコンセプトである“金沢らし

さ”を検証するため、他のホテルではなかなか

できない、客室のモデルルームを製作し、社員

や外部招待者約 200 名に実際に体感してもらう

見学会を実施した。これを参考にいかに金沢風

情を演出すべきかを検討し、部屋の大きさや備

え置く調度品・備品等について研究した。

以上のような準備を経て、ホテルは平成 27

年 3 月 9 日、無事オープンした。「加賀五彩」

を基調とする客室は、1部屋約 40 ㎡と市内最大

級の広さで、グループ客用にはコネクトルーム

も備える。館内の展示スペースや全客室前には、

市内の若手作家が手掛けた伝統工芸品（加賀友

禅、加賀漆器等）を展示するなど、金沢市の伝

統工芸品を PR する粋な計らいも見られる。ま

た、敷地内には 4つの庭園や用水が配され、金

沢の街並みや町家をイメージさせる“和モダン”

が漂う。

雇用面では、新たに 25 名（うち女性 15 名、

高齢者 5名）を採用。建設業では難しかった女

性や高齢者の積極的な活用を実現した。

新幹線の開業効果により、初年度に観光客が

増大するということはほぼ間違いないが、2年

目以降は観光客の減少が懸念されることから、

2年目以降の販路開拓が最大の課題である。そ

のため、今後Web・SNS のさらなる活用や旅行

雑誌等への記事・広告の継続掲載による新規宿

泊者の獲得と、既宿泊者に対する情報発信・宿

泊料の優待といったリピーターの増大策に、手

を緩めることなく努めていく。

悲願の北陸新幹線開業で大きな盛り上がりを

見せる金沢市。構想から実に半世紀をかけてよ

うやく実現した夢の新幹線が、観光やビジネス

に与えるインパクトには計り知れないものがあ

ると、地元の期待感は高まっている。市内では

新幹線の開業に合わせ、民間施設が相次いで整

備され、建設ラッシュの様相を呈してきた。

だが、その一方で、石川県内における公共事

業投資は、1社あたりの年間完成工事高がピー

ク時の半分となるなど、減少が続いていた。

（株）髙田組は、金沢駅にほど近い場所に本社

を置く、土木・建築工事施工を主力とする総合

建設業者である。生コンクリート製造販売の髙
田産業（株）と舗装工事施工・アスファルト合

材製造販売の（株）金沢舗道の 3社で髙田産業

グループを形成し、「砂利からビルまで」をコン

セプトに石川県内の様々な建設事業に携わって

いる。だが、同グループでも公共事業投資の減

少による影響は顕著で、近年は売上が低迷して

いた。そこで同社は、建設業界を取り巻く環境

が大きく好転する見込みが立たない状況を踏ま

え、様々な業種を模索、新規事業を検討していた。

異業種参入の検討には、遊休地の再利用も関

係していた。環境・騒音問題を解決するために、

本社敷地内から製造拠点（生コン・アスファルト

プラント）を移転させた跡地の有効利用である。

そこで同社は、敷地が金沢駅西口から 1.5km

と近く、かつ広大であるというメリットを踏ま

え、保有している建設技術・資材を活用でき、

雇用の創出によって地域に貢献できる事業とも

なることを条件として、経営の安定に寄与する

事業の検討を進めた。

その過程では高齢者福祉施設の建設や、宅地・

マンションとして分譲販売するなどの案も浮上

した。だが、最終的には北陸新幹線の開業を千

載一遇のチャンスとして生かすべきと判断し、

ホテル事業への進出を決断した。

多額の設備投資が必要であることから、ホテ

ル事業は「装置産業」と言われる。しかし、同

社はホテル建設の施工能力を備え、完成後の維

持管理も自社で実施できる強みがある。社員を

活用する場合でも、庭園管理や施設管理におい

て技能・技術を発揮できるし、高齢者の再雇用

の受け皿にもなり得ると考えた。

「小京都」とも称される金沢市だが、市内に

はそれにふさわしい上質な空間や時間が感じら

れる、風情あるホテルが意外と少ない、という

指摘がしばしばなされている。そのため“金沢

らしいホテル”を開業することができれば、そ

のこと自体が金沢の魅力を高め、宿泊客の増加

にもつながるものと期待された。

同社にとってホテル業は全くの異業種であ

り、“金沢らしさ”へのこだわりをはじめ、価

格面やサービス内容等について検討すべき課題

は少なくなかった。だが、幸いにもホテル業務

経験者をスカウトできたこと、またメインバン

クから支援の確約を得られたことで、事業の円

滑な推進が可能となった。

１、新事業の概要

CASE39

北陸新幹線の金沢延伸をチャンスに、
金沢風情にこだわったホテルを開業

（株）髙田組 （石川県） 

北陸新幹線開業に沸く金沢だが、
公共事業投資は減少傾向が続く

製造拠点跡地の有効利用も念頭に、
新規事業としてホテル事業への進出を決断

風情ある宿が意外に少ないという声から、
“金沢らしさ”にこだわったホテルを目指す

新幹線開業前のオープンが至上命題、
地元から大量雇用して社会貢献を果たす

開業2年目以降の宿泊者減少を防ぐため、
Webや雑誌等を活用した情報発信を継続

他にはできないモデルルームを製作し、
コンセプトの“金沢らしさ”を検証

２、本年度の事業展開とその成果

PROFILE 業績は支援開始の直近事業年度分

（株）髙田組
所 在 地／石川県金沢市
資 本 金／80,000千円
従業員数／37名
売 上 高／1,068,000千円（平成26年9月期）
完 工 高／1,066,749千円（平成26年9月期）
営業利益／-6,288千円（平成26年9月期）
U R L／http://www.tk-g.co.jp/

●
　
●
　

建設業ならではの取組みとしてモデルルームを製作した。これにより利用者の意見を集めるこ
とで差別化のポイントとなる“金沢らしさ”を検証し、ホテルのコンセプトづくりに役立てた。
優秀な人材を採用するために、余裕を持って募集活動を開始した。経験者からパート従
業員まで、ほぼ計画通りに採用することができた。

事業のポイント
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平成 26 年度の事業目標として、地域住民か

ら 30 件の困りごと相談を受け、それらを 400

万円の売上に結びつけることを目標に掲げた。

この目標を達成するために、チラシの作成と配

布、ホームページの作成、住民向けのイベント

開催等、PR 活動の推進を軸に新規事業を展開

していくこととした。

同社は地域において高い知名度を持つが、民

間向けの事業分野に進出したことはあまり知ら

れていない。そこで PR 活動は、事業を行って

いることの周知向上を主眼に進められた。

チラシの配布については、新聞折り込みのほ

か、全社員総出によるポスティングを実施した。

ホームページについては、事業内容の案内だけ

でなく、「愛南町のおいしいもの」を紹介する

コーナーを設けるなど、閲覧者に興味をもって

見てもらえるよう工夫した。

また、イベントについては、同社の駐車場を

利用して「感謝祭」を開催。バックホーに来場

者の子どもと従業員が一緒に乗ってお菓子を掴

むゲームやじゃんけん大会を行ったり、食べ物・

飲み物を全品 100 円で販売したりと、子どもに

喜んでもらえる内容にすることで、ターゲット

となる子どもの親、祖父母等への訴求強化を

狙った。さらに、地域柄口コミによる営業も重

要と考え、経営するガソリンスタンドや喫茶店

にチラシを置くとともに、同社への来客に新規

事業の内容を積極的に語りかけ、地域コミュニ

ティの中での口コミ効果を期待した。

このように PR 活動に力を注いだ結果、平成

26 年度は、住民から 35 件の困りごとなどの相

談を受け、1,120 万円の売上（1件あたりの工事

費が大きい太陽光発電設置工事が多く、目標を

大幅に上回った）に結びつけることができた。

このように、事業の滑り出しは順調であった

が、同社にとって民間個人の案件は不慣れなこ

ともあって価格が分かりにくく、受けた相談の

対応に躊躇することもあった。このため、今後

営業活動を進めていくにあたって、事例や価格

の目安を載せた資料を作成し、顧客が安心して

相談できる環境づくりを行う予定である。

また、今年度は売上高は達成したものの、利

益は出ていない。このため、同社は営業ターゲッ

トを一本松地区の隣接地域に居住する、人口約
1万人に対しても拡大し、利益が出せる事業規
模に育てていきたいと考えている。そのために、

さらなる営業人員の育成が必要であり、その育

成も今後の課題である。

（株）羽田建設は、愛媛県の最南端、愛南町

の一本松地区（旧一本松町）に所在し、一般土

木工事を主力として事業を営んでいる。

一本松地区では、平成 12 年に 4,256 人であっ

た人口が、平成 22 年には 3,751 人（いずれも国

勢調査結果）と、10 年で 10%以上減少している。

また、地区にある約 1,300 戸のうち、およそ半

数は高齢者（65 歳以上）の単独世帯、もしくは

夫婦世帯となっている。このように、同社の地

元では過疎化と高齢化が著しく、地域の弱体化

が懸念されている。

人がいない、若者がいないという状況は、高

齢者の暮らしに様々な不便をもたらす。また、

一本松地区のような中山間地域では、農地や山

林の荒廃の要因ともなる。

こうした地元の状況を憂慮していた同社は、

過疎の中山間地域で、高齢者をはじめとする住

民が、安心して生活し続けることができる環境

づくりを、新たな事業とすることを着想した。

いわば、地域の「困りごと」を解決する、「個

人財産のインフラ整備業」である。

このような事業は、岡山県の（株）小坂田建

設が他社に先駆けて進めており、売上高を伸ば

している。そのことを同社の社長が知り、調査

したところ、（株）小坂田建設の所在する地域

の特性が愛南町一本松地区と似ており、自社で

も事業化できる可能性が高いと判断した。

また、同社は公共事業削減の影響を受け、公

共工事の受注量を計画通り確保できない状況が

続いている。したがって民間からの受注を伸ば

す必要に迫られており、そのための取組みとし

ても、新規事業に期待をかけていた。なお、同

社は建設業の他に、ガソリンスタンドや賃貸マ

ンション、喫茶店などを系列企業として経営し

ている。そのため地域での知名度と信頼度が高

く、このことは民間需要を発掘していく上で、

強みになると考えられた。

この事業における具体的な取組み内容として

は、庭の草刈り、家周りの木の伐採、墓の掃除

など、日常生活のちょっとした手助けから、無

人化した家の解体、荒れた田畑の管理、裏山の

崩壊防止、鳥獣被害対策、損壊した石積壁の復

旧、田畑への下り道拡張、山道の整備など、個

人の手に余る土木作業まで、幅広く想定した。

今回展開する事業は、現在手掛けている公共

工事の、小規模版（付帯工事）的なものである。

これまでは公共工事の付帯的なサービス工事と

して実施していたものを、新たなビジネスとし

て個人の民間工事に営業展開するものであり、

建設業の技術・ノウハウを、過疎集落の高齢者

等が、安心して生活し続けることができる環境

を作るために活用するものである。

全国各地で少子高齢化、過疎化が進み、地域

の生活をいかに維持していくかが重要課題とな

る中、同社の新規事業は、その先行的な取組み

として注目される。

●
　
●
　

地域の過疎化や高齢化によって生じる「個人の困りごと」に対して、建設業の技術・ノウハウ
を活かして「個人財産のインフラ整備」を行う、民間需要をターゲットとする事業を開始した。
新既事業を浸透させるには、まず事業を行っていることを知ってもらうことが必要であり、
チラシ、ホームページ、イベントなど、様々なアプローチで周知の向上・強化に取り組んだ。

１、新事業の概要

CASE47

過疎・高齢化地域で生じる様々な困りごと、
その解決を建設業の技術・ノウハウで事業化

（株）羽
は

田
だ

建設 （愛媛県） 

過疎化と高齢化が著しい地元で、
懸念される地域の弱体化

地域の「困りごと」を解決する
「個人財産のインフラ整備業」を着想

過疎集落の高齢者等が安心できる生活を、
建設業の技術・ノウハウを活用し実現

まずは年間30件の相談対応を目指し、
PR活動の推進を軸に事業を展開

顧客が安心して相談できる環境づくりや、
利益の出る事業規模への拡大が今後の課題

チラシ、ホームページ、イベントなどで、
事業を行っていることの周知向上を図る

２、本年度の事業展開とその成果

事業のポイント

PROFILE 業績は支援開始の直近事業年度分

（株）羽田建設
所 在 地／愛媛県愛南町
資 本 金／88,650千円
従業員数／36名
売 上 高／530,836千円（平成26年8月期）
完 工 高／471,981千円（平成26年8月期）
営業利益／-9,550千円（平成26年8月期）
U R L／http://yhada.web.fc2.com/

中山間地域：農林統計における地域区分の一つ。都市や
平地以外の、中間農業地域と山間農業地域の総称。平地
から山間地にかけての傾斜地が多い地域で、一般に農業
の生産条件が不利である。日本の国土面積の73% が中
山間地域とされる。
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平成 26 年度の事業目標として、地域住民か

ら 30 件の困りごと相談を受け、それらを 400

万円の売上に結びつけることを目標に掲げた。

この目標を達成するために、チラシの作成と配

布、ホームページの作成、住民向けのイベント

開催等、PR 活動の推進を軸に新規事業を展開

していくこととした。

同社は地域において高い知名度を持つが、民

間向けの事業分野に進出したことはあまり知ら

れていない。そこで PR 活動は、事業を行って

いることの周知向上を主眼に進められた。

チラシの配布については、新聞折り込みのほ

か、全社員総出によるポスティングを実施した。

ホームページについては、事業内容の案内だけ

でなく、「愛南町のおいしいもの」を紹介する

コーナーを設けるなど、閲覧者に興味をもって

見てもらえるよう工夫した。

また、イベントについては、同社の駐車場を

利用して「感謝祭」を開催。バックホーに来場

者の子どもと従業員が一緒に乗ってお菓子を掴

むゲームやじゃんけん大会を行ったり、食べ物・

飲み物を全品 100 円で販売したりと、子どもに

喜んでもらえる内容にすることで、ターゲット

となる子どもの親、祖父母等への訴求強化を

狙った。さらに、地域柄口コミによる営業も重

要と考え、経営するガソリンスタンドや喫茶店

にチラシを置くとともに、同社への来客に新規

事業の内容を積極的に語りかけ、地域コミュニ

ティの中での口コミ効果を期待した。

このように PR 活動に力を注いだ結果、平成

26 年度は、住民から 35 件の困りごとなどの相

談を受け、1,120 万円の売上（1件あたりの工事

費が大きい太陽光発電設置工事が多く、目標を

大幅に上回った）に結びつけることができた。

このように、事業の滑り出しは順調であった

が、同社にとって民間個人の案件は不慣れなこ

ともあって価格が分かりにくく、受けた相談の

対応に躊躇することもあった。このため、今後

営業活動を進めていくにあたって、事例や価格

の目安を載せた資料を作成し、顧客が安心して

相談できる環境づくりを行う予定である。

また、今年度は売上高は達成したものの、利

益は出ていない。このため、同社は営業ターゲッ

トを一本松地区の隣接地域に居住する、人口約
1万人に対しても拡大し、利益が出せる事業規
模に育てていきたいと考えている。そのために、

さらなる営業人員の育成が必要であり、その育

成も今後の課題である。

（株）羽田建設は、愛媛県の最南端、愛南町

の一本松地区（旧一本松町）に所在し、一般土

木工事を主力として事業を営んでいる。

一本松地区では、平成 12 年に 4,256 人であっ

た人口が、平成 22 年には 3,751 人（いずれも国

勢調査結果）と、10 年で 10%以上減少している。

また、地区にある約 1,300 戸のうち、およそ半

数は高齢者（65 歳以上）の単独世帯、もしくは

夫婦世帯となっている。このように、同社の地

元では過疎化と高齢化が著しく、地域の弱体化

が懸念されている。

人がいない、若者がいないという状況は、高

齢者の暮らしに様々な不便をもたらす。また、

一本松地区のような中山間地域では、農地や山

林の荒廃の要因ともなる。

こうした地元の状況を憂慮していた同社は、

過疎の中山間地域で、高齢者をはじめとする住

民が、安心して生活し続けることができる環境

づくりを、新たな事業とすることを着想した。

いわば、地域の「困りごと」を解決する、「個

人財産のインフラ整備業」である。

このような事業は、岡山県の（株）小坂田建

設が他社に先駆けて進めており、売上高を伸ば

している。そのことを同社の社長が知り、調査

したところ、（株）小坂田建設の所在する地域

の特性が愛南町一本松地区と似ており、自社で

も事業化できる可能性が高いと判断した。

また、同社は公共事業削減の影響を受け、公

共工事の受注量を計画通り確保できない状況が

続いている。したがって民間からの受注を伸ば

す必要に迫られており、そのための取組みとし

ても、新規事業に期待をかけていた。なお、同

社は建設業の他に、ガソリンスタンドや賃貸マ

ンション、喫茶店などを系列企業として経営し

ている。そのため地域での知名度と信頼度が高

く、このことは民間需要を発掘していく上で、

強みになると考えられた。

この事業における具体的な取組み内容として

は、庭の草刈り、家周りの木の伐採、墓の掃除

など、日常生活のちょっとした手助けから、無

人化した家の解体、荒れた田畑の管理、裏山の

崩壊防止、鳥獣被害対策、損壊した石積壁の復

旧、田畑への下り道拡張、山道の整備など、個

人の手に余る土木作業まで、幅広く想定した。

今回展開する事業は、現在手掛けている公共

工事の、小規模版（付帯工事）的なものである。

これまでは公共工事の付帯的なサービス工事と

して実施していたものを、新たなビジネスとし

て個人の民間工事に営業展開するものであり、

建設業の技術・ノウハウを、過疎集落の高齢者

等が、安心して生活し続けることができる環境

を作るために活用するものである。

全国各地で少子高齢化、過疎化が進み、地域

の生活をいかに維持していくかが重要課題とな

る中、同社の新規事業は、その先行的な取組み

として注目される。

●
　
●
　

地域の過疎化や高齢化によって生じる「個人の困りごと」に対して、建設業の技術・ノウハウ
を活かして「個人財産のインフラ整備」を行う、民間需要をターゲットとする事業を開始した。
新既事業を浸透させるには、まず事業を行っていることを知ってもらうことが必要であり、
チラシ、ホームページ、イベントなど、様々なアプローチで周知の向上・強化に取り組んだ。

１、新事業の概要

CASE47

過疎・高齢化地域で生じる様々な困りごと、
その解決を建設業の技術・ノウハウで事業化

（株）羽
は

田
だ

建設 （愛媛県） 

過疎化と高齢化が著しい地元で、
懸念される地域の弱体化

地域の「困りごと」を解決する
「個人財産のインフラ整備業」を着想

過疎集落の高齢者等が安心できる生活を、
建設業の技術・ノウハウを活用し実現

まずは年間30件の相談対応を目指し、
PR活動の推進を軸に事業を展開

顧客が安心して相談できる環境づくりや、
利益の出る事業規模への拡大が今後の課題

チラシ、ホームページ、イベントなどで、
事業を行っていることの周知向上を図る

２、本年度の事業展開とその成果

事業のポイント

PROFILE 業績は支援開始の直近事業年度分

（株）羽田建設
所 在 地／愛媛県愛南町
資 本 金／88,650千円
従業員数／36名
売 上 高／530,836千円（平成26年8月期）
完 工 高／471,981千円（平成26年8月期）
営業利益／-9,550千円（平成26年8月期）
U R L／http://yhada.web.fc2.com/

中山間地域：農林統計における地域区分の一つ。都市や
平地以外の、中間農業地域と山間農業地域の総称。平地
から山間地にかけての傾斜地が多い地域で、一般に農業
の生産条件が不利である。日本の国土面積の73% が中
山間地域とされる。
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総 合 相 談 窓 口

経営革新、新分野進出、新商品開発等の各種相談については、次の機関が総合的な相

談を受け付けていますのでご利用下さい。 

①長崎県商工会議所・商工会

○相談受付窓口 

 長崎商工会議所（TEL０９５－８２２－０１１１） 他県内商工会議所 

    長崎県商工会連合会 （TEL０９５－８２４－５４１３） 他２２商工会 

○倒産防止の相談や経営体質改善・強化などに関する相談について、中小企業

診断士等の専門家が無料で応じます。 

②長崎県産業・雇用施策活用推進センター （TEL０１２０－３１８－５４１） 

○企業や自営業の困りごとの相談に応じ、融資、雇用の維持、新商品の開発な

ど国や県の施策や助成制度をご紹介します。 

○出前説明会や個別相談に対し、産業全般にわたる支援制度などの活用に向け

たアドバイスを行います。 

③長崎県土木部監理課 （TEL０９５－８９４－３０１５） 

○経営革新や新分野進出、企業合併等を検討する企業に対し、情報提供や助言

等を行い、また関係機関との連絡調整を行います。 

・このガイドブックの相談窓口の直接の担当部署であり、ＦＡＸ（建設業相談

申込書）での相談に応じます。相談内容をお聞きし、速やかに関係機関と連

携を図り、必要な情報提供を行います。 

○建設業の相談窓口 

・請負契約や工事現場、建設業の許可や経営事項審査など、元請業者と下請業

者間の諸問題に関する苦情・相談を受け付けています。 

○建設業等に係る消費税転嫁対策相談窓口 

・建設業等に係る消費税の転嫁拒否行為に関する相談窓口を設置しています。

・建設業（建設業法）※知事許可のみ 

・浄化槽工事業（浄化槽法） 

・解体工事業（建設工事に係る再資源化等に関する法律） 
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（申込日  平成　　年　　月　　日）

企 業 名

代 表 者 名

相談者名（役職） （役職　　　　　　　　　　）

許 可 番 号 長崎県知事　・ 大臣許可　（般・特　　　－第　　　　　　　　　号）

所 在 地 〒

電 話 番 号

　どのような支援（専門家によるアドバイス、融資、助成等）を希望しているか、具体的にその

内容（新分野進出、経営相談、合併等）をご記入の上、封書又はＦＡＸにより下記に送付下さい。

　相談内容を確認後、県の担当者からご連絡します。

【申込書送付先】

長崎県土木部　監理課　建設業指導班

〒８５０－８５７０　長崎市江戸町２－１３

電話 ： ０９５－８９４－３０１５

FAX ： ０９５－８９４－３４６０

【相談内容】

　　　建設業相談申込書
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 (1) 経営相談・アドバイス

制度名 　　 制度の概要

TEL：095-820-3091

TEL：095-811-5129

経営改善普及事業

TEL：095ｰ822ー0111

TEL：095-824ｰ5413

法人化セミナー

農業参入相談窓口

長崎県土木部監理課 

TEL：095-894-3015

 (2) 資金的支援等

制度名 　　 制度の概要

TEL：095-895-2651

製造業及び情報通信業を営む中小企業が事業拡大、経
営の革新や創業を行う取組みを支援（事業化等調査、
技術応用開発、商品化研究・開発、見本市出展、認証
取得）。

県内で事業を行っている中小企業者に対する長期事業
資金及び短期運転資金。

長崎県産業労働部商務金融課

製造業及び情報通信業を営む中小企業が事業拡大、経
営の革新や創業を行う取組みを支援（中核人材確保・
技術等研修・設備投資）。

長崎県産業労働部企業振興・
技術支援課
TEL：095-895-2633

建設産業相談窓口

企業の体質改善・強化、経営分析など小規模事業者
（従業員数が２０名以下）に対する専門家の派遣事
業。

厳しい経営状況にあるが、事業再生に努力している中
小企業者に対する事業資金。

経営革新支援制度

経営安定資金

地域産業等支援資金　

再生支援資金

問い合わせ先

監理課及び各振興局に相談窓口を設置し、新分野進出
や経営改善等により経営基盤の強化を図る建設業者の
取組みを支援。

財団に登録している中小企業診断士・税理士・弁理士
等の専門家や大手企業等で蓄積された技術・ノウハウ
を有する企業インストラクターを、中小企業の経営改
善から研究開発、技術開発等の各種相談に応じて派
遣。

事業計画の作成等についての助言指導、創業や新事業
分野等の相談窓口を設置。

問い合わせ先

（公財）長崎県産業振興財団

ベンチャー企業支援グループ

窓口相談

国や県の産業・雇用関係の施策・制度の情報や資料を
企業や個人事業主に積極的に提供。

専門家・企業インストラ
クター派遣制度

県産業・雇用施策活用推
進センター

長崎県中小企業再生支援協議会

長崎商工会議所他県内商工会議所

長崎県商工会連合会他県内２２商工会経営・技術基盤強化支援
事業（エキスパートバン
ク事業）

中小企業の再生を進めるため、専任の専門家を配置
し、再生に関する相談を受付け、助言や再生計画策定
を支援。

小規模事業者等を対象とした経営面での問題を中心と
した相談窓口の設置や巡回指導。

県内の離島、過疎地域等で事業を行っている中小企業
者に対する経営合理化、近代化のための事業資金。

県農業会議に農業参入相談窓口を設置し、必要に応じ
て専門家による経営診断・助言を行い、農業への参入
を支援。

企業支援グループ（取引拡大支援グループ）

中小企業再生支援協議会

長崎県地場企業支援ファ
ンド

ナガサキ型新産業創造
ファンド

企業が作成する新分野進出等の経営革新計画を県が承
認することにより、政府系金融機関が低利融資（取扱
金融機関の審査が必要)等による支援。

長崎県産業・雇用施策活用推
進センター
TEL：0120-318-541

長崎県農業会議
　　TEL：095-822-9647
長崎県農業経営課
　　TEL：095-895-2937

農業法人の設立や経営管理、税務、労務等に関するセ
ミナー「農業法人塾」を開催。

（公財）長崎県産業振興財団

TEL：095-820-8860

建設業支援に係る各種支援制度一覧

県民所得向上推進資金
（介護周辺・健康サー
ビス応援）

介護周辺サービスの分野において、他分野からの参
入又は同分野での事業拡大を図るための事業資金
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制度名 　　 制度の概要

長崎県農林部農業経営課

各市町

農業者が経営規模の拡大や機械・施設の導入など農業
経営の改善・発展に取り組もうとする際に次のような
制度資金が融通されている。

漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化、安全
確保や生活支援のための資金貸付。

③木材産業等高度化推進資金制度
木材の生産又は流通を担う事業者がその行う事業の合
理化を推進するのに必要な資金を低利で融通。

①農業近代化資金
農協等民間金融機関が融資する農業者等の経営の近代
化に資するための中長期資金(機械、施設、長期運転
資金）。

②農業経営改善促進資金（スーパーS資金）
農協等民間金融機関が融資する認定農業者向けの短期
運転資金。

③農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）
日本政策金融公庫が融資する認定農業者向け経営改善
のための長期資金(農地、機械、施設、長期運転資
金）。

林業経営の改善や林業労働者の確保のための資金貸付
等。森林所有者や林業事業体等が対象。

①林業経営育成資金（生産方式合理化資金）
林業機械リース料一括前払い、研修、経営コンサルタ
ント等のための資金を貸付。

農地利活用推進室
TEL：095-895-2974

(公財)長崎県農業振興公社
　TEL：095-894-3848

TEL：095-895-2938

日本政策金融公庫長崎支店
農林水産事業

農林中央金庫長崎支店

各信用金庫、各信用組合

長崎県農林部林政課

TEL：095-895-2990

長崎県内各森林組合

②沿岸漁業改善資金
漁業者等が自主的にその経営・生活の改善等に取り組
むために県が融資する無利子資金。

農業関係の支援制度

林業関係の支援制度

長崎県水産部漁政課

②林業・木材産業改善資金制度
林業・木材産業経営の改善を目的として新たな取組み
を行うにあたって必要な中・短期の資金を無利子で貸
付。

④経営体育成強化資金
日本政策金融公庫が融資する認定農業者以外の担い手
向け経営改善のための長期資金(農地、機械、施設、
長期運転資金）※農業参入法人も貸付対象。

⑤農林漁業施設資金
日本政策金融公庫が融資する農業者向けの農林漁業施
設の取得等のための中長期資金 ※農業サービス事業
体も貸付対象。

⑥農業改良資金
日本政策金融公庫が融資する新作物分野、流通加工分
野、新技術にチャレンジするための中長期資金。

①漁業近代化資金
漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化を図る
ために漁協等が融資する設備資金。

③漁業経営改善支援資金（経営改善）
漁業経営改善計画の認定を受けた漁業者等を対象に、
日本政策金融公庫が融資する漁船の建造、漁具の取得
及び長期運転資金等。

長崎県内各漁業協同組合

⑦農地中間管理事業
農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借受け、
貸付けにあたっては、借受希望者を公募し、応募者の
中から適切な貸付相手方を選定し、まとまりのある形
で農地を利用できるように配慮し貸付ける事業。

問い合わせ先

長崎県内各農業協同組合

TEL：095-895-2811

長崎県信用漁業協同組合連合会

日本政策金融公庫長崎支店
農林水産事業(③のみ)

漁業関係の支援制度

十八、親和、長崎各銀行
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 (3) 技術・研究開発

制度名 制度の概要

TEL：0957-52-1138

制度名 制度の概要

長崎県土木部監理課 

TEL：095-894-3015

 (5) 人材確保・育成

制度名 制度の概要

佐世保技能会館

TEL：0956-32-7238

諫早技能会館

TEL：0957-22-0036

TEL：0959-72-1527

建設業従事者に対して、建設専門技術の研修会を開催
し、人材育成を支援。

技能労働者の研修等の場として、職業訓練をはじめ技
能向上と福祉の増進に役立てる目的で設置した施設。
この目的にそって使用する他、サークル活動や会議な
どにも使用可能。

経営基盤の強化、技術力の向上を図るため、合併等を
行う建設業者を支援。

技能労働者の研修等の場として、職業訓練をはじめ技
能向上と福祉の増進に役立てる目的で設置した施設。
この目的にそって使用する他、サークル活動や会議な
どにも使用可能。

TEL：095-822-9647

長崎県商工会連合会

（公財）長崎県産業振興財団　大村本部

TEL：095-824-5413

(一社)五島市農林総合開発公社

（一財）長崎市地産地消振興公社

TEL：095-892-2824

問い合わせ先

（公財）長崎県建設技術研究センター

長崎県農商工連携ファ
ンド

研究室を開放し県工業技術センター等と連携しながら
産学官の共同研究を支援。

問い合わせ先

新規に農業を始めようとする人に対する技術習得支援
研修
（農業大学校での2ヶ月の基礎研修及び先進農家での
10ヶ月のマンツーマン研修）

長崎県新規就農相談センター

TEL：0957-25-0031

佐世保情報産業プラザ

TEL：0957-54-9630

情報産業分野での事業拡大、創業を計画している事業
者に対する賃貸オフィス、情報関連産業の最新技術の
情報提供。

佐世保情報産業プラザ管理事務所

諫早技能会館

長崎県農業会議

TEL：0956-20-5051

(一財）小値賀町担い手公社

TEL：0959-53-3344

佐世保技能会館

農業インターンシップ
職業として農業を知ってもらうため、農業法人で1～6
週間、就業体験をする制度

問い合わせ先

各市町担い手公社による
新規就農研修

新規に農業を始めようとする人に対する農業技術習得
研修、就農準備支援

技術力向上のための専門
技術研修会の開催

合併等に係る入札参加資
格の特例措置

インキュベートルーム
（貸研究室）

 (4) 経営基盤の強化

県内に主たる事業所を有する中小企業者と県内の農林
漁業者との連携体等が行う新商品、新技術、新役務等
の開発、販路開拓に対する助成金。

県による新規就農研修
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 (6) オンライン情報提供(上記情報を詳しく知りたい方へ） 

制度名 制度の概要

ゆめとびネット
（水産部のホームぺージ） http://www.pref.nagasaki.jp/su

isan/

長崎県産業労働部商務金融課

http://www.pref.nagasaki.jp/se
ction/shoko/

長崎県水産部漁政課

長崎県産業振興財団が運営する県内の中小企業向けの
情報提供サイト。

よかネット長崎

建設業相談窓口

長崎県産業・雇用施策活用推進センター

（公財）長崎県産業振興財団

http://www.doboku.pref.nagasak
i.jp/~kensetugyo/

長崎県土木部監理課

長崎県の水産に関する情報、水産部の各種施策や支援
制度に関する情報提供サイト。

長崎県中小企業者向け融資制度の情報提供。

産業全般にわたる国や県などの施策・制度について
様々な相談を受け付け、各種支援情報を提供。

研修や就農先としての受入態勢を整えた産地や農業法
人などの登録情報等、長崎県の就農支援制度の情報提
供。

県内建設業者からの新分野進出や経営改善に関する
様々な相談を受け付け、各種支援情報を提供。

様々な機関が実施している産業人材育成のための各種
研修等の情報を一元的に掲載。

建設業振興基金が運営する中小建設業の新分野進出に
関する総合情報サイト。

中小企業者が中小企業施策を利用する際の手引書とし
て主な施策の概要を紹介。

長崎県産業労働部産業人材課

http://www.chusho.meti.go.jp/

中小企業施策利用ガイド
ブック

ｅ-中小企業庁＆ネット
ワーク

問い合わせ先

中小企業庁中小企業経営者や創業予定者に対して、中小企業支援
施策に関する豊富な情報、経営に役立つ情報を提供。
また、電子相談窓口の設置、メールマガジンの発行等
も行っている。

長崎県農林部農業経営課

https://www.pref.nagasaki.jp/s
ection/nogyo-ke/

長崎県新規就農相談センター

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui
/shigoto-sangyo/nogyo/syunou-
soudan/

ながさき産業人材育成
ポータルサイト

農業経営課のホームページ
新規就農相談センターの
ホームページ

商務金融課のホームページ

http://www.pref.nagasaki.jp/bu
nrui/shigoto-
sangyo/sangyoshien/sangyo-
center/

https://www.joho-
nagasaki.or.jp/

長崎県産業・雇用施策推
進センター

ヨイケンセツドットコム

http://jinzai-
ikusei.pref.nagasaki.jp/

（一財）建設業振興基金

http://www.yoi-kensetsu.com/
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企業合併等に係る入札参加資格の特例措置 

 

合併等による経営基盤及び技術力の強化などの取り組みを支援し、建設業全体の再

生を促進するため、県内の優良な建設業者が合併等を行った場合、県が発注する建設

工事における資格審査及び競争入札に参加する者の選定等に対し、一定の特例措置を

行います。 

（対象者）････次の①から③までの要件を全て満たす者 

①県内業者で入札参加資格を５年以上有する者。 

②合併、事業の譲渡及び分割（以下「合併等」という。）を原因とした承継を行

った者。 

③合併等を構成する業者の全てが格付けを行う建設工事の種類の入札参加資格

のうち同一のものを有し、かつその格付けがＡ（最低でも１者はＡでその他

はＢ以上）であること。 

（特例措置） 

１．総合数値の調整 

①合併等時の経営事項審査の審査基準日から３年間を経過する日が属する年度

まで建設工事の種類毎の総合評定値（客観点数）に１０％を加算する。 

②上記の３年間終了後、２年間は５％を加算する。 

 

２．営業所の本社みなし 

①合併等により消滅または廃業する建設業者の主たる営業所が引き続き合併等

を行った建設業者のその他の営業所として県地方機関の管内地域に設置され

る場合には、その他の営業所を３年間にわたり地理的要件において主たる営

業所並みの評価を与える。 

 

３．県工事実績要件及び工事成績要件の引き継ぎ 

  ①合併等により消滅または廃業する建設業者の有する工事実績要件は１０年

間合併等を行った建設業者に引き継いだものとして評価を与える。 

  ②合併等により消滅または廃業する建設業者の有する工事成績要件は２年間

合併等を行った建設業者に引き継いだものとして評価を与える。 

（問い合わせ先） 

 長崎県土木部 監理課 建設業指導班 

    住所：長崎市江戸町２－１３  

    電話：０９５－８９４－３０１５ 



発行及び問い合わせ先
長崎県土木部監理課建設業指導班
〒850-8570　長崎市江戸町２番13号
ＴＥＬ 代表　095-824-1111
 内線　3015～3017
 直通　095-894-3015　
ＦＡＸ 095-894-3460


